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平成 年 月 日（火）

号外第 号

15 10 14

129

毎週火 金曜日発行･

公布 条例

◇ 鳥取県議会議員選挙 選挙公報 発行 関 条例（ ）（市町村振興課）……………

◇鳥取県議会議員選挙 選挙公報 発行 関 条例

趣旨（第 条関係）

条例 、公職選挙法 規定 基 、鳥取県議会議員（以下「議員」 。） 選挙 選

挙公報 発行 関 必要 事項 定 。

選挙公報 発行（第 条関係）

（ ） 鳥取県選挙管理委員会（以下「県委員会」 。） 、議員 選挙（選挙 一部無効 再選

挙 除 。以下同 。） 、議員 候補者（以下「候補者」 。） 写真及 氏名、経歴、政見

等 掲載 選挙公報 回発行 。

（ ） 選挙公報 、選挙区 発行 。

掲載文 申請（第 条関係）

（ ） 選挙公報 写真及 氏名、経歴、政見等 掲載 候補者 、 写真及 掲載文 添

、当該選挙 期日 告示 日 、県委員会 申請 。

（ ） 候補者 、 責任 自覚 、（ ） 掲載文 、他人 名誉 傷 、善良 風俗 害 、又

特定 商品 宣伝 等選挙公報 品位 損 記載 。

選挙公報 掲載（第 条関係）

（ ） 県委員会 、 （ ） 申請 、候補者 写真及 （ ） 掲載文 原文 選

挙公報 掲載 。 、 （ ） 掲載文 内容 公 秩序又 善良

風俗 反 客観的 明白 、 限 。

（ ） 人以上 候補者 写真及 （ ） 掲載文 選挙公報 掲載 順序 、県委員会 定

。

（ ） （ ） 申請 候補者又 代理人 、（ ） 立 会 。

選挙公報 配布（第 条関係）

（ ） 選挙公報 、県委員会 定 、市町村選挙管理委員会（以下「市町村委員会」

。） 、当該選挙 用 選挙人名簿 登録 者 属 各世帯 対 、選挙 期日

日前 、配布 。

（ ） 市町村委員会 、（ ） 選挙公報 配布 困難 認 特別 事情

、 県委員会 届 出 、選挙 期日 日前 新聞折込 他 準 方

法 選挙公報 配布 、（ ） 配布 代 。

選挙公報 発行 中止 場合（第 条関係）

候補者 総数 選挙 選挙 議員 数 超 等 該当 投票 行 必要

、又 天災 他特別 事情 、選挙公報発行 手続 、中止
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申請等 時間（第 条関係）

条例又 条例 基 県委員会 定 候補者 県委員会 対 申請 他 行

為 、午前 時 分 午後 時 間 。

委任（第 条関係）

条例 定 、選挙公報 発行 関 必要 事項 、県委員会 定 。

施行期日

条例 、公布 日 施行 、同日以後 期日 告示 議員 選挙 適用

。

鳥取県議会議員選挙 選挙公報 発行 関 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県議会議員選挙 選挙公報 発行 関 条例

（趣旨）

第 条 条例 、公職選挙法（昭和 年法律第 号。以下「法」 。）第 条 規定 基 、

鳥取県議会議員（以下「議員」 。） 選挙 選挙公報 発行 関 必要 事項 定

。

（選挙公報 発行）

第 条 鳥取県選挙管理委員会（以下「県委員会」 。） 、議員 選挙（選挙 一部無効 再選挙

除 。以下同 。） 、議員 候補者（以下「候補者」 。） 写真及 氏名、経歴、政見等 掲載

選挙公報 回発行 。

選挙公報 、選挙区 発行 。

（掲載文 申請）

第 条 選挙公報 写真及 氏名、経歴、政見等 掲載 候補者 、 写真及 掲載文 添 、

当該選挙 期日 告示 日 、県委員会 申請 。

候補者 、 責任 自覚 、前項 掲載文 、他人 名誉 傷 、善良 風俗 害 、又 特定 商

品 宣伝 等選挙公報 品位 損 記載 。

（選挙公報 掲載）

第 条 県委員会 、前条第 項 申請 、候補者 写真及 同項 掲載文 原文 選挙公報

掲載 。 、同項 掲載文 内容 公 秩序又 善良 風俗 反 客観的

明白 、 限 。

人以上 候補者 写真及 前条第 項 掲載文 選挙公報 掲載 順序 、県委員会 定 。

前条第 項 申請 候補者又 代理人 、前項 立 会 。
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（選挙公報 配布）

第 条 選挙公報 、県委員会 定 、市町村選挙管理委員会（以下「市町村委員会」 。）

、当該選挙 用 選挙人名簿 登録 者 属 各世帯 対 、選挙 期日 日前 、

配布 。

市町村委員会 、前項 規定 選挙公報 配布 困難 認 特別 事情

、 県委員会 届 出 、選挙 期日 日前 新聞折込 他 準 方法

選挙公報 配布 、同項 規定 配布 代 。

（選挙公報 発行 中止 場合）

第 条 法第 条第 項 規定 該当 投票 行 必要 、又 天災 他特別 事

情 、選挙公報発行 手続 、中止 。

（申請等 時間）

第 条 条例又 条例 基 県委員会 定 候補者 県委員会 対 申請 他 行

為 、午前 時 分 午後 時 間 。

（委任）

第 条 条例 定 、選挙公報 発行 関 必要 事項 、県委員会 定 。

附 則

条例 、公布 日 施行 、同日以後 期日 告示 議員 選挙 適用 。
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